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報道関係各位                             令和 7 年 10 月 23 日 

京都府京丹後市 

 

 

 

 

人口減少や少子高齢化、市民ニーズの多様化などにより、行政に求められる役割がこれまで以上に複

雑・高度化している中、必要な公共サービスを持続的に提供し、地域課題の解決に向けた取組を進めるた

め、京丹後市では、令和７年８月１日から新たな事業分野、新たな事業手法による民間活力のさらなる導

入を目的に「きょうたんご共創ラボ」民間提案制度を開始しました。 

このたび、民間提案制度で提案（フリー型提案）を受け、提案者との対話を経た結果、第１号連携モデ

ルが成立し、トライアル事業を開始しますのでお知らせします。 

 

１ 事業名 

 『AI を活用した暮らしの気づき連携モデル』 

 

２ 連携成立する相手方 

 株式会社丹後乳販（代表取締役社長 井上 泰典） 

 【連携部署】 健康長寿福祉部 長寿福祉課・健康推進課 

 

３ トライアル事業 

提案者の現場力（拠点・宅配・対話）を活かし、多様な市民の声（不安や困りごと）を丁寧に拾い、AI

で効果的に分析しながら、行政及び民間の支援窓口への効果的な取次ぎの試行や、行政と民間とが担うべ

き役割を明確化するなど、本事業の有効性を検証し、市民の健康づくり、安心して暮らせる地域づくりの

一層の推進を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暮らしの気づき連携モデル（イメージ図） 

「きょうたんご共創ラボ」民間提案制度で第 1 号の連携が成立！  

トライアル事業「AI を活用した暮らしの気づき連携モデル」を開始します！ 

AI 

暮らしの 

気づき 

(困り事・不安) 

行政 

日常会話 整理・分類 解決 

早期発見 公民連携 

● 支援制度 

● 担当窓口 

● 講座 など 

丁寧に拾い上げ

効率的に分析 民間 
効果的な取次ぎ 

予防・健康・

交流等のサー
ビス など 

宅配事業(約 2,000 軒) 

＜目指す姿＞ 

● 困り事や不安の早期発見により、フレイル予防や健康づくりを推進 

● 地域での見守りや孤立防止、行動変容を後押しし、公民連携により安心して暮らせる地域づくりを推進 

● 行政等の人的リソース不足を民間事業者の強みを活かすことにより解決 

拠点施設「WAKUWA」 
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（１） 内容 

① 連携成立する相手方が運営する拠点施設「WAKUWA 健康しあわせステーション(以下、

「WAKUWA」という。)」への来所者を主な対象に、日常のやりとりの中で交わされる会話か

ら「暮らしの気づき」を丁寧に拾い上げる。 

② また、月２回程度、各地域の公民館等に出向いて行う健康測定や講座など行い、WAKUWA に

来れない市民の声を広く聞く機会を創出する。 

③ その内容を基に、生成 AI を活用して困りごとの要点を整理・分類する。 

④ 市の担当窓口や関連制度を案内するほか、必要に応じて予約や取次の支援を行う。 

⑤ ④では行政サービスだけでなく、民間が行う予防・健康・交流等のサービスの情報も提供する。 

（２） 導入する民間活力（資源・スキル） 

・ 民間の現場力 ： WAKUWA での日常接点、宅配事業（約２０００軒）による在宅接点。 

・ AI の試行活用 ： 会話要点の整理と困りごとの分類、適切な行政・民間サービスの照合。 

・ フレイル予防メニュー ： 健康測定、軽運動・認知症予防、交流サロンほか。 

（３） 期間 

令和 7 年 10 月〜令和 8 年 3 月 

（４） 目指す姿 

・ 民間の現場力（拠点・宅配・対話）で、これまで把握することが難しかった日常の小さな不安・困

りごとを早期に把握・分析し、行政の相談窓口への案内・取次を補完するとともに、民間が行う介

護予防や健康づくり等のサービスを紹介、提案する仕組みを構築し、市民のフレイル予防や健康増

進などにつなげる。 

・ 健康測定や軽運動、交流サロンなどのプログラムを企画・実施し、公民連携によりその参加を促す

ことで、地域での見守りや孤立防止、行動変容を後押しし、安心して暮らせる地域づくりを目指す。 

・ 行政等の人的リソース不足を公民連携で民間事業者の強みを活かすことにより解決していく。 

（５） 全体スケジュール（予定） 

    令和 7 年 10 月 23 日 トライアル事業スタート 

    令和 8 年 3 月      トライアル事業終了、効果検証 

      ※トライアル事業の検証結果により、令和８年度以降の事業の在り方を検討します。 

 

４ 主な経過 

 令和 7 年 8 月 25 日  提案者から資料の提出 

 令和 7 年 9 月 12 日  提案者との対話（第 1 回） 

 令和 7 年 10 月 2 日  提案者との対話（第 2 回） 

 

５ 現状の取り組みと課題 

・ 本市では、令和７年４月から重層的支援体制整備事業をスタートし、社会福祉士や保健師を寄り添い

支援総合サポートセンターに配置し、相談支援体制を強化するとともに、民生児童委員等や社会福祉

協議会、地域共生ステーションなどの関係機関・団体との連携を強化し、地域において住民が気軽に

集える場の創出や、そうした場を通じた住民の声の把握に取り組み、誰もが孤立することなく、地域

で支え合いながら安心して暮らせるまちづくりの実現を目指している。 

・ 独居の高齢者が増加傾向にある中、今後、支援者側のリソース不足が懸念される。 

  

本件に関する問い合わせ先 

京丹後市 市長公室政策企画課 総合政策企画係 

Tel: 0772-69-0120 / E-mail: kikaku@city.kyotango.lg.jp 

file://///ktsv0002/京丹後市/市長公室/政策企画課/R06/21_都市・地域拠点整備推進室/10%20公民連携/05_サウンディング型市場調査（内閣府事業化支援）/kikaku@city.kyotango.lg.jp
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別紙１ 

「きょうたんご共創ラボ」民間提案制度について 

 

１  目   的   民間活力の導入により課題解決を促進し持続可能なまちづくりを進める 

２  提案制度   フリー型とテーマ型の２つの形態で民間事業者からの提案を募集 

◇ フリー型 ： 民間事業者の自由な発想やノウハウを活かした提案 

◇ テーマ型 ： 市が提示したテーマ（課題）に対する提案（WEBサイト公開） 

３ 事業の進め方 

    👉 民間事業者からの提案は、連携の可否を総合的に判断し、連携が事業として成立した場合は、

トライアル事業（実証実験や具体的実践）を実施 

    👉 トライアル事業として、十分な効果が認められた事業については、民間主体での継続実施（ビ

ジネス化）や行政サービスとして導入などにより社会実装を目指す。 

※市の財政負担を伴うものについては予算化に向けた調整を行う。 

４  トライアル事業に対する市の支援 

    👉 市の広報媒体（市 HP、広報誌など）を活用した広報支援を行います。 

    👉 実証・実践に必要となるフィールド、データ、関係団体・地域団体などの市のネットワークを

提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィールド、ネットワ

ーク(産官学)、データを

提供 

【メリット】 

・民間活力を活かした

効果的な課題可決 

・新たな発想視点によ

る課題解決 

・市民サービス向上 

テーマ型 フリー型 

担当部署との調整・対話 

目標や双方のメリットを共有 

民間事業者 

連携成立 

トライアル事業 

社会実装 

⚫ 民間主体で継続実施（ビジネス化） 

⚫ 行政サービスとして市が導入 等 

ノウハウ・アイディア
等を提供 

 
【メリット】 

・資産や施設の活用 
・市場性の把握 
・市民広報 
・企業価値の向上 
・新たな事業創出 

民間事業者 

効果検証 

京丹後市 

※市の財政負担を伴うものについては、予算化に向けた調整を行う 

民間提案制度のながれ 










